
共同住宅の階段の手すりについて
沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課より、共同住宅の階段の手すりについて
周知依頼がありました。

県では福祉のまちづくり条例を運用し、高齢者、障害者等すべて
の人が安全かつ快適に生活できるよう、施設のバリアフリー化を進める取
り組みを行っております。
共同住宅で生活する高齢者、障害者等にとって、階段の手すりの設置と
その構造は転倒防止のため大変重要なものとなりますが、手すりの設置が
ない建物や、設置されていても使用しにくい構造となっているものが見受
けられる状況となっております。
つきましては、共同住宅の改修の相談等があった際は、参考にしていただけるようご確認よろしくお願いいたします。
参考資料「階段の手すりについて」
【問い合わせ先】
沖縄県子ども生活福祉部 障害福祉課
計画推進班
TEL：098-866-2190 FAX：098-866-6916

https://okinawa.zennichi.or.jp/?p=4455
http://okinawa.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2018/11/ef84fcf1b112583681da9b0e3431d23c.pdf

